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小海都市計画公園の決定(小海町決定) 

 

都市計画公園を次のように決定する。 

 

種別 
名  称 

位  置 面  積 備 考 
番 号 公園名 

近隣公園 ３・３・１ 土村公園 
小海町大字小海

字久祢の内上 
約 2.2ha 

遊具、広場、園路、

トイレ、四阿パーゴ

ラ、ベンチ、手洗い

水飲み場、防災倉

庫、展望台 等 

総合公園  ５・５・１ 八峰公園 
小海町大字豊里

字池之沢 
約 43.8ha 

遊具、アスレチック

遊具、野外卓、噴

水、広場、ドッグラ

ン、マレットゴルフ

場、園路、オートキ

ャンプ場、スケート

場、グラウンド、自

然園 等 

 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

町民が自然と触れ合いレクリエーション、健康維持増進、文化、防災等多様な拠点と

し、憩い賑わいの交流の場として、都市公園を決定する。 

 
  



小海都市計画公園決定の理由書 

１ 都市計画公園の必要性 

※ 本文にある「整備」とは、国が地方公共団体に向けて都市計画制度の運用にあたって示した

「都市計画運用指針」の基本的な考え方を踏まえ、必ずしも新設に限られるものではなく、

既存の施設であってもバリアフリー化や老朽化対策、耐震補強対策、施設配置の変更等のた

めの改修や更新も含めている。 

長野県の東部に位置する小海町は、西に八ヶ岳山麓を臨むとともに、町内中央部を

南北に流れる千曲川、山間・農村地域には、松原湖など数多くの観光資源が点在し、

自然観察、キャンプ、高原保養などが楽しめる地域として、早くから別荘開発が進め

られてきた。佐久市との近接性や今後進められる高規格幹線道路（中部横断自動車道）

の整備による交流人口の増加を踏まえる中で、自然環境の保全と適正な別荘地・住宅

地の誘導を目的として、昭和５６年（１９８１年）に小海都市計画区域を指定し、都

市施設として水質環境保全のための下水道のみを都市計画決定し、整備を行ってきた。 

町の総土地面積は 11,420ha、そのうち林野面積は 9,252ha（総土地面積の 81.0％）、

白菜やレタスなどの高原野菜を中心とする耕地面積は 886ha（総土地面積の 7.8％）

であり、おおよそ町の 9 割が緑地などの自然に覆われる。 

一方で、町が令和 3（2021）年に策定した「小海町公共施設等管理計画」では、町

で管理する公園的利用がされている施設は、トイレや東屋を中心として、8 施設

228.06m2に限られており、町民等が憩い楽しめる緑地やオープンスペースは少ない。 

町民の価値観の多様化や人口減少、超高齢化に対応するためには、緑地を量的に確

保するのではなく質を高めることが重要になってきている。このため令和７年に策定

した第６期小海町長期振興計画（小海町後期５か年計画）にレクリエーション、健康

維持増進、文化、防災等多様な拠点とし、憩い、にぎわいの交流の場として公園整備

の位置付けを行った。 

２ 都市の将来像における位置付け 

（１）第６期小海町長期振興計画（小海町後期５か年計画）による位置付け 

（令和７年３月） 

長期振興計画の６つ柱のうち、「４ 安全・安心・快適なまちづくり」の章で示す「公

園整備」については、町民や来訪者などが自然とのふれあい、レクリエーション、健

康維持増進、文化、防災等多様な拠点とし、憩え、にぎわい交流の場として豊かな良

好な景観形成として公園整備を行うことを位置付けている。 
  



（２）都市計画区域の整備、開発及び保全の方針による位置づけ（令和５年５月） 

主要な都市計画の決定方針である「自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の

決定方針」、「緑地の確保目標水準」において、今後は緑の基本計画の策定とそれに基

づく公園緑地の計画的な整備を図るとしている。 

今回、都市計画公園として位置付けするにあたり、緑の基本計画は定めないが、そ

の上位計画である前項の小海町長期振興計画に即し、既存の公有地や施設などのスト

ックの利活用を基本とし、区域マスの方向性に適合するよう緑地の確保及び質の向上

を行うものである。 

（３）小海町まち・ひと・しごと総合戦略に基づく位置付け（令和７年４月） 

本計画は、前項小海町長期振興計画を尊重しつつ、その中で選択と集中や具体的な

重要業績評価指標の設定を記載した計画である。 

この計画は、４つの政策分野を掲げ、その一つとして「４ 安心して暮らすことが

できる魅力的な地域をつくる」の基本目標や「施策① 地域で安心して生活できる基

盤整備」の中において、公園整備事業を位置付けている。 

３ 都市公園の基本方針 

小海町における都市公園の方針は、既存の公有地や施設などのストックを積極的に

利活用し、以下の４つを基本方針の柱とする。 

① 町民の憩いの場、休養、鑑賞、及び散策の場等の充実 

町民の憩いの場所として、森林等の自然条件を利用して、休養や自然観察、散策

などの静かに憩える空間を整備し、高齢者や、障がい者、子育て世代等、多様な人を

対象とした場を充実させる。 

（例：憩いの広場、噴水、水流、芝生広場、紅葉広場、散策広場） 

② 町民と来町者の積極的な交流・遊びの場づくりの促進 

教養施設や飲食や売店の便益施設等、町民だけでなく隣接市町村、都市部からの

来町者も楽しめるような交流の場を設ける。 

（例：教養・便益施設、アスレチック、憩いの広場等） 

③ 町民におけるスポーツやレクリエーションの場等の充実 

町民の健康増進等のために、スポーツできる場や散策路等のレクリエーションの

場、あるいは子育て世代等の親子が楽しめる場を充実させる。 

（例：スケート場、グラウンド、散策路、遊具のあるスペース等） 
  



④ 豊かな自然の活用をふまえた適切な保全管理 

都市公園の活用方法をふまえた上で、樹木等の自然について適切に保全管理する。 

（例：オートキャンプ場、マレットゴルフ場、展望台、森林広場等） 

以上、①から④の機能、テーマを踏まえた小海都市計画公園として小海町駅周辺に

３・３・１号土村公園、松原高原周辺に５・５・１号八峰公園を位置付け、計画的に

整備する。 

４ 都市計画公園の位置及び区域 

（1）３・３・１号（近隣公園）土村公園（どむらこうえん） 

位 置  小海町大字小海字久祢の内上 

面 積  約２．２ヘクタール 

※ 近隣公園とは、都市計画法第 11条第１項第２号の公園で、規則第７条第５号に規定されており、

主として近隣（概ね５００ｍ）に居住する者の利用を目的とする公園、面積は２ヘクタール、誘

致距離は５００ｍを標準としている。 

本計画地は、小海駅の南側に位置する地域で、駅から徒歩約３分、距離にして約２

００ｍの場所にあり、周辺には、小海駅のほか、小海町北相木村南相木村中学校組合

立小海中学校が隣接している。 

本計画地においては、町が所有する平地と、古くからから地元住民に親しま

れてきた既存の高台広場、さらに二つの区域を繋ぐ遊歩道で構成する。 

 
  



【平地部分】 

旧小海中学校の一部であった平地には、町民等が行き交う交差点周辺と敷地西側

には町民同士のコミュニケーションの場としての「多目的広場」を配置する。とく

に西側の「多目的広場」は、キッチンカー等が進入することもできる設えとして、公

園の賑わい演出の場をめざす。また、敷地南側には幼児や児童等の子どもたちが遊

べる遊戯施設を設えた「ちびっ子広場」を配置する。駐車場は敷地の北側に 20 台程

度設け、障がい者等の利用に配慮する。その他、水飲み場、トイレ、パーゴラ、四

阿、防災倉庫等を、適宜、配置する。 

【高台広場（歴史の丘）】 

民有地と町有地（土村耕地）が所有する高台広場は、古くから町民に親しまれて

きた、「歴史の丘」である。その頂上部からは町の中心部だけでなく、遠方には八ヵ

岳の峰々を仰ぐことができ、現在も佐久総合病院老健施設こうみ利用者の散策コー

ス、小海中学校の避難場所、小海小学校の歴史的探究の丘として利用されている。

このため、遊歩道や四阿等を整備するとともに、見晴らしの良い高台を利用した展

望台等を配置する。 

 

【遊歩道（四季の小道）】 

平地と高台広場（歴史の丘）の歩行者動線を連続させるよう、「散策路」を配置す

る。ここでは、植栽（中低木を含む）等によって四季を感じさせる演出を行う。 

散策路を分断する町道については、交通量も地区内交通に限定されていることか

ら、関係機関等の協議等を踏まえ、適切な対策を行うことによって利用者等の安全

を確保する。 

 

なお、公園区域設定において、「高台広場」は地形上急峻であるため、土砂災害対

策として、急傾斜地崩壊対策事業が計画されており、この施設区域は原則除外するが、

公園機能の一体性・連続性を確保するため、前項事業の付替道路を公園区域に含め、

この急傾斜地崩壊対策施設の管理者である長野県と協議して管理の方法を定めるこ

ととしている。 

（2）５・５・１号（総合公園）八峰公園（やっほーこうえん） 

位 置  小海町大字豊里字池之沢 

面 積  約４３．８ヘクタール 

※総合公園とは、都市計画法第 11 条第１項第２号の公園で、規則第７条第５号に規定されており、

主として一の市町村の区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供

することを目的とする公園、面積は概ね 10 ヘクタール以上、住民が容易に利用できる位置。 
  



参考：八峰公園施設エリア 

本計画地は、小海町の西側の松原湖高原に位置する地域で、北八ヶ岳の麓標高約

1,300ｍの高原地域であり、原生林に囲まれた湖、松原湖を主とする一望無垠（いち

ぼうむぎん）な高原地帯である。小海町の中心部である小海駅から車で約 15 分、距

離にして約 15ｋｍにあり、全町区域からも概ね１時間以内で到達できる位置にある。 

本計画地においては、財産区等が所有する土地を借地し、町が美術館、温浴施設、

スケート場、マレットゴルフ場、キャンプ場などが昭和５０年ころから順次整備され

利用されてきた。個別施設での機能や利用に留まり、スケート場やマレットゴルフ場

など老朽化も著しいこともあり、今回、都市公園として区域を明確にし、町民や来訪

者などが自然とのふれあい、レクリエーション、健康維持増進、文化、防災等多様な

拠点として「休養・鑑賞・散歩＋遊び＋運動＋環境保全」と機能を備えた「総合公園」

の整備既存の施設を有効に利活用し整備をめざすこととする。 

このため「スポーツレクリエーションエリア」、「交流エリア」、さらに「自然体験

エリア」の３つのエリアに分けた上で、それぞれのエリアで既存施設の利活用をふま

えたゾーニングを行う。 

なお、３つのエリアの移動手段は、広大な面積であるため、駐車場をエリアごとに

確保し、エリア間を乗用車移動とする。これによって、機能的に一体的な利用を図り、

安全性も確保するものとする。 

ただし、将来的に利用者の動線動向を踏まえる中で、状況に応じ、歩行者横断施設

など関係者との協議のうえ検討したい。 

 

 

 

 
  



【スポーツレクリエーションエリア】 

このエリアは、スケート場や総合グラウンド等による「スポーツゾーン」及び、湿

地の自然園による「自然散策ゾーン」で構成する。 

「スポーツゾーン」は、町民の健康維持とレクリエーションを目的に、スケート

場には、１年を通して通年利用できる、スケートボード広場、ＭＢＸなどの多目的

運動広場を整備し、ショートトラック施設(60ｍ×３０ｍ)ともに、高地(1,170ｍ)の

立地条件と純粋な水を利用した高速リンク(400ｍ)を整備し記録製造リンクとして

大会誘致や、合宿誘致などオールシーズン利用可能なスケート場の整備を行う。隣

接する総合グラウンドは、野球、隣接県の高校生が催すソフトボール大会、サッカ

ー、テニス、陸上協議等の町民が楽しめるアンツーカグランドを整備し、利用向上

を目指す。 

「自然散策ゾーン」は、湿原である「わみのやち自然園」を再生することで、子ど

もたちが自然学習に親しめるよう設え、散策路など環境保全を目的とした整備にと

どめる。 

【交流エリア】 

このエリアは、「アスレチックゾーン」、「管理・休養ゾーン」及び「交流施設ゾー

ン」の３つのゾーンで構成する。 

「アスレチックゾーン」と「管理・休養ゾーン」は、すでに既設の広場や飲食店や

売店を備えた美術館、温浴施設が整備されており、町民だけでなく多くの来町者に

利用されている。これらのエリアの一部整備とともに、新たに町民や来町者が積極

的に交流できる「交流施設ゾーン」を整備する。具体的には、屋外バーベキュー場や

足湯、ドッグラン会場、キッチンカーの乗り入れ場、遊具広場等を配置する。また、

これらに付帯してトイレや倉庫、駐車場・駐輪場等を、適宜、設える。 

【自然体験エリア】 

このエリアは、これまでも町民や来町者が利用する「マレットゴルフゾーン」及

び「オートキャンプゾーン」で構成する。 

「オートキャンプゾーン」を若干拡張して電源オートキャンプ場とするが、これ

らの二つのゾーンは、現施設の一部改修を基本とする。 

なお、「マレットゴルフゾーン」には、外周に新たに園路を設け、自然林による森

林浴をしながら散策やランニングが楽しめるようにする。 

 

 

 

 

 
  



参考：八峰公園施設計画平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 都市計画公園の妥当性 

以上を踏まえ、公園区域を社会的に明確にすることにより地域全体の土地利用との

調整や、町民の健康増進や憩うまちの達成、基幹的な農業・産業等の活性化やまちづ

くりへの寄与のため都市計画公園として整備することは、妥当と考える。 

 

 

 

 

 
  



都市計画の策定の経緯の概要 

小海都市計画公園の決定(３・３・１号 土村公園)(５・５・１号 八峰公園) 

事   項 時   期 備 考 

町民説明意見交換会 

 

地元説明会 

地権者説明会 

 

 

長野県知事事前協議 

長野県知事事前協議回答（以下予定） 

 

公聴会開催の公告 

素案の閲覧 

 

公聴会（都市計画法第 16 条第１項） 

 

長野県知事協議（都市計画法第 19 条第３項） 

 

計画案の公告（都市計画法第 17 条第１項） 

計画案の縦覧（都市計画法第 17 条第１項） 

 

 

長野県知事協議回答 

（都市計画法第 19 条第１項） 

 

小海町都市計画審議会 

（都市計画法第 19 条第１項） 

 

都市計画決定告示 

（都市計画法第 20 条第１項） 

令和６年６月２５日（火） 

令和７年９月１０日（水） 

令和７年９月１２日（金） 

令和７年９月１２日（金） 

令和７年９月２４日（水） 

 

令和７年 10 月 20 日(月)  

令和７年 11 月 25 日（火） 

 

令和７年 12 月 1 日（月） 

令和７年 12 月 1 日（月）から 

令和７年 12 月 15 日(木）まで 

令和７年 12 月 20 日（土） 

 

令和８年１月 13 日（火） 

 

令和８年１月 13 日（火） 

令和８年１月 14 日（水）から 

令和８年１月 27 日（火）まで 

 

令和８年２月 17 日（火） 

 

 

令和８年２月 25 日（水） 

 

 

令和８年２月 27 日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年 12

月町報掲載 

 

 

 

 

 

令和８年 1

月町報掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

小海都市計画公園の決定 

参考図書 

 

 

・小海都市計画公園一覧表 

・小海都市計画公園統計表 

・上位計画等の写し 
（１）第６期小海町長期振興計画（小海町後期５か年計画）（令和７年３月） 

（２）都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（令和５年５月） 

（３）小海町まち・ひと・しごと総合戦略   （令和７年４月） 

・関係機関との協議など 
（１）公安委員会 

（２）急傾斜地崩壊対策施設の管理者である佐久建設事務所 

 

 

 
  



小海都市計画公園一覧表 

 

種 別 

名      称 

位 置 

面 積 

備考 

番   号 公 園 名 計 画 

面 積 

供 用 

面 積 

住
区
基
準 

近
隣 

３・３・１ 土村公園 
小海町大字小海

字久祢の内上 

約 

2.2ha 

 

0 ha 

 

新規 

都
市
基
準 

総
合 

５・５・１ 八峰公園 
小海町大字豊里

字池之沢 

約 

43.8ha 

 

0 ha 

 

新規 

 

 

 

 
  



小海都市計画公園統計表 

 

 

 

都市計画

区域名 
市町村名 

都市計画公園面積 

都市計画区域内 都市計画区域外 合計 

用途区域区域内 用途区域区域外 都市計画区域内   

現在 将来 現在 将来 現在 将来 現在 将来 現在 将来 

小海 小海町 

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

0 0 0 0 3563 3563 7857 7857 11420 11420 

 

都市計画

区域名 
市町村名 

都市計画区域面積対

都市計画区域内公園

面積率 

用途区域面積対用途

地域区域内公園面積

率 

区域内１人当たり公園面積 

都市計画区域 用途地域区域 

現在 将来 現在 将来 現在 将来 現在 将来 

小海 小海町 

％ ％ ％ ％ ㎡/人 ㎡/人 ㎡/人 ㎡/人 

0 0.4 0 0 0 130.8 0 130.8 

 

都市計画

区域名 
市町村名 

市街地人口 市街地

面積 

市街地内公園面積 
市街地面積対市街

地内公園面積率 

市街地区内１人当た

り公園面積 

現在 将来 現在 将来 現在 将来 現在 将来 

小海 小海町 

人 人 ha ha ha ％ ％ ㎡/人 ㎡/人 

3563 2500 3608 0 46.62 0 0.4 0 130.8 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画

区域名 
市町村名 

都市計画区域内人口 用途地域区域人口 都市計画区域面

積 

用途地域区域面

積 現在 将来 現在 将来 

小海 小海町 

人 人 人 人 ha ha 

3563 2500 0 0 3608 0 



上位計画等の写し 

 

（１）第６期小海町長期振興計画（小海町後期５か年計画）（令和７年３月） 

 

 

 



（２）都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（令和５年５月） 

 

 

 
  



（３）小海町まち・ひと・しごと総合戦略   （令和７年４月） 

 

 

 
  



関係機関との協議など 

（１）公安委員会 

 

別添のとおりです。 

 

 

 
  



（２）急傾斜地崩壊対策施設の管理者である佐久建設事務所 

 

 


